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最低賃金、確認した？
徳島県最低賃金

時間額

【発効日】平成２９年10月5日
徳島県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、下記の産業には特定最低賃金が適用されます。

お問合せ・ご相談は　徳島県労働局労働基準部賃金室（TEL088-652-9165）又は最寄りの労働基準監督署へ

ホームページにも最低賃金の情報が掲載されています。

http://www.tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
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